
  

一 

平成 18 年 3 月 7 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１２０７８号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

教
育
委
員
会
規
則 

○ 

千
葉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の 

 
 

 

 
 

利
用
に
関
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

 
 

人
事
委
員
会
規
則 

○ 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

人
事
委
員
会
の
権
限
の
一
部
を
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 

五 

 
 

労
働
委
員
会
規
則 

○ 

千
葉
県
労
働
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の 

 
 

 

 
 

利
用
に
関
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

 
 

水
道
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
水
道
局
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の 

 
 

 

 
 

利
用
に
関
す
る
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

 
 

企
業
庁
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
企
業
庁
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の 

 
 

 

 
 

利
用
に
関
す
る
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八 

 
 

病
院
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
病
院
局
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の 

 
 

 

 
 

利
用
に
関
す
る
規
程 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇 

 
 

告 
 

示 

○ 

災
害
対
策
法
に
基
づ
く
地
方
公
共
機
関
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一 

○ 

昭
和
五
十
七
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 

一
一 

○ 

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
地
方
公 

 
 

 

 
 

共
機
関
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一 

○ 

平
成
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二 

○ 

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
三 

○ 

道
路
区
域
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
三 

○ 

海
岸
保
全
区
域
の
指
定 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
三 

○ 

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
五 

 
 

議
会
告
示 

○ 

千
葉
県
議
会
議
長
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利 

 
 

 

 
 

用
に
関
す
る
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五 

 
 

選
挙
管
理
委
員
会
告
示 

○ 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技 

 
 

 

 
 

術
の
利
用
に
関
す
る
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
七 

 
 

監
査
委
員
告
示 

○ 

千
葉
県
監
査
委
員
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利 

 
 

 

 
 

用
に
関
す
る
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
八 

 
 

公
安
委
員
会
告
示 

○ 

昭
和
六
十
年
千
葉
県
公
安
委
員
会
告
示
第
一
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 

一
八 

 
 

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示 

○ 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の 

 
 

 

 
 

技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九 

 
 

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示 

○ 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通 

 
 

 

 
 

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九 

 
 

訓 
 

令 

○ 

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
一 

 
 

公 
 

告 

○ 

平
成
十
八
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
二 

○ 

環
境
影
響
評
価
書
の
送
付
及
び
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
二 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二 

○ 

平
成
十
八
年
度
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四 

 
 

正 
 

誤 
○ 
平
成
十
六
年
四
月
一
日
付
け
県
報
号
外
第
二
三
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
四 

○ 

平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
付
け
県
報
号
外
第
五
七
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四 

○ 

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日
付
け
県
報
第
一
一
七
七
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
四 

○ 

平
成
十
六
年
四
月
九
日
付
け
県
報
第
一
一
八
八
三
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四 

○ 

平
成
十
六
年
九
月
七
日
付
け
県
報
第
一
一
九
二
六
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四 

○ 

平
成
十
七
年
二
月
八
日
付
け
県
報
第
一
一
九
六
九
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四 

○ 

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日
付
け
県
報
第
一
二
〇
五
七
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
五 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

平
成
18
年
3
月
7
日 

定 
 

例 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１２０７８号 平成 18 年 3 月 7 日（火曜日）  

規

則 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
三
号 

 
 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
第
九
十
八
号
中
「
事
務
」
の
下
に
「
（
次
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同

号
中
ホ
か
ら
ア
ま
で
を
削
り
、
サ
を
ホ
と
し
、
キ
を
ヘ
と
し
、
ユ
を
ト
と
し
、
メ
を
チ
と
し
、
ミ
を
リ
と

し
、
シ
を
ヌ
と
し
、
ヱ
を
ル
と
し
、
ヒ
を
ヲ
と
し
、
モ
を
ワ
と
し
、
セ
を
カ
と
し
、
ス
を
ヨ
と
し
、
ン
を

タ
と
し
、
同
表
中
第
九
十
八
号
の
二
を
第
九
十
八
号
の
三
と
し
、
第
九
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。 

 

九
十
八
の
二 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
に
基
づ
く
事
務
（
同
法
第
三
章
に

規
定
す
る
事
務
に
限
る
。
）
に
係
る
手
数
料
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

イ 

道
の
位
置
の
指
定
申
請
手
数
料 

 
 

ロ 

建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
の
建
築
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ハ 

公
衆
便
所
等
の
道
路
内
に
お
け
る
建
築
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ニ 

道
路
内
に
お
け
る
建
築
認
定
申
請
手
数
料 

 
 

ホ 

公
共
用
歩
廊
等
の
道
路
内
に
お
け
る
建
築
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ヘ 

壁
面
線
外
に
お
け
る
建
築
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ト 

用
途
地
域
に
お
け
る
建
築
等
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

チ 

特
殊
建
築
物
等
敷
地
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

リ 

建
築
物
の
延
べ
面
積
の
特
例
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ヌ 

建
築
物
の
建
ぺ
い
率
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ル 

建
築
物
の
敷
地
面
積
の
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ヲ 

建
築
物
の
高
さ
の
特
例
認
定
申
請
手
数
料 

 
 

ワ 

建
築
物
の
高
さ
の
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

カ 

日
影
に
よ
る
建
築
物
の
高
さ
の
特
例
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ヨ 

高
架
の
工
作
物
内
に
設
け
る
建
築
物
の
高
さ
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
認
定
申
請
手

数
料 

 
 

タ 

高
度
利
用
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率
、
建
ぺ
い
率
、
建
築
面
積
又
は
壁
面
の
位
置
の
特

例
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

レ 

高
度
利
用
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
の
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ソ 

敷
地
内
に
広
い
空
地
を
有
す
る
建
築
物
の
容
積
率
又
は
各
部
分
の
高
さ
の
特
例
許
可
申
請
手
数 

 
 

 

料 

 
 

ツ 

都
市
再
生
特
別
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率
、
建
ぺ
い
率
、
建
築
面
積
又
は
高
さ
の
特
例

許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ネ 

特
定
防
災
街
区
整
備
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ナ 

特
定
防
災
街
区
整
備
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
壁
面
の
位
置
の
特
例
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ラ 

特
定
防
災
街
区
整
備
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
防
災
都
市
計
画
施
設
に
係
る
間
口
率
及
び
高
さ

に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ム 

景
観
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
高
さ
の
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ウ 

景
観
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
壁
面
の
位
置
の
特
例
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ヰ 

景
観
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ノ 

景
観
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
認
定
申
請

手
数
料 

 
 

オ 

再
開
発
等
促
進
区
等
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率
、
建
築
物
の
建
ぺ
い
率
又
は
建
築
物
の
高
さ

に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
認
定
申
請
手
数
料 

 
 

ク 

再
開
発
等
促
進
区
等
に
お
け
る
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
の
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ヤ 

建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
を
区
域
の
特
性
に
応
じ
た
も
の
と
公
共
施
設
の
整
備
の
状
況
に

応
じ
た
も
の
と
に
区
分
し
て
定
め
る
地
区
計
画
等
の
区
域
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率
に
関
す
る

制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
認
定
申
請
手
数
料 

 
 

マ 

高
度
利
用
と
都
市
機
能
の
更
新
と
を
図
る
地
区
計
画
等
の
区
域
に
お
け
る
建
築
物
の
各
部
分
の

高
さ
の
許
可
申
請
手
数
料 

 
 

ケ 

区
域
の
特
性
に
応
じ
た
高
さ
、
配
列
及
び
形
態
を
備
え
た
建
築
物
の
整
備
を
誘
導
す
る
地
区
計

画
等
の
区
域
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率
又
は
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
に
関
す
る
制
限
の
適
用

除
外
に
係
る
認
定
申
請
手
数
料 

 
 

フ 

地
区
計
画
等
の
区
域
に
お
け
る
建
築
物
の
建
築
面
積
の
特
例
認
定
申
請
手
数
料 

 
 

コ 

予
定
道
路
に
係
る
建
築
物
の
延
べ
面
積
の
特
例
許
可
申
請
手
数
料 

 

別
表
第
二
中
第
百
二
十
九
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

ハ 

屋
外
広
告
業
者
登
録
申
請
手
数
料 

 
 

ニ 

屋
外
広
告
業
者
更
新
登
録
申
請
手
数
料 

 
 

ホ 

屋
外
広
告
業
者
登
録
簿
謄
本
交
付
手
数
料 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
四
号 

 
 

 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 



  

三 

平成 18 年 3 月 7 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１２０７８号  

千
葉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
十
三
号
の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
別
表
第
一
北
総
県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
中 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
表
北
総
県
民
セ
ン
タ
ー
香 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 
 

 
 

 
 

 

「 

     

取
事
務
所
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

山
武
事
務
所
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 

 

別
表
第
五
各
県
税
事
務
所
の
項
分
任
出
納
員
の
欄
中
「
佐
原
県
税
事
務
所
」
を
「
香
取
県
税
事
務
所
」

成
田
北
高
等
学
校 

下
総
高
等
学
校 

 
 

  

成
田
市 

成
田
市 

佐
原
警
察
署 

 
 

 
 

小
見
川
警
察
署 

佐
原
市 

香
取
郡
小
見
川
町 

 
 

北
部
林
業
事
務
所 

 

森
林
研
究
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

山
武
市 

山
武
市 

 
 

 

松
尾
高
等
学
校 

成
東
高
等
学
校 

山
武
郡
松
尾
町 

山
武
郡
成
東
町 

 

松
尾
高
等
学
校 

成
東
高
等
学
校 

 
 

 

山
武
市 

山
武
市 

 
 

 

北
総
県
民
セ
ン
タ
ー
香
取
事
務
所 

佐
原
県
税
事
務
所 

香
取
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー 

香
取
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー 

北
部
家
畜
保
健
衛
生
所 

香
取
地
域
整
備
セ
ン
タ
ー 

大
利
根
博
物
館 

水
郷
小
見
川
少
年
自
然
の
家 

下
総
高
等
学
校 

佐
原
高
等
学
校 

佐
原
白
楊よ

う

高
等
学
校 

小
見
川
高
等
学
校 

 
 

 
 

佐
原
市 

佐
原
市 

佐
原
市 

佐
原
市 

佐
原
市 

佐
原
市 

佐
原
市 

香
取
郡
小
見
川
町 

香
取
郡
下
総
町 

佐
原
市 

佐
原
市 

香
取
郡
小
見
川
町 

 
 

 

北
部
林
業
事
務
所 

 
 

 
 

森
林
研
究
セ
ン
タ
ー 

山
武
郡
成
東
町 

山
武
郡
山
武
町 

 
 

館
山
警
察
署 

千
倉
警
察
署 

 
 

 

館
山
市 

安
房
郡
千
倉
町 

 
 

成
田
北
高
等
学
校 

成
田
市 

 
 

 

を 

香
取
警
察
署 

香
取
市 

北
総
県
民
セ
ン
タ
ー
香
取
事
務
所 

香
取
県
税
事
務
所 

香
取
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー 

香
取
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー 

北
部
家
畜
保
健
衛
生
所 

香
取
地
域
整
備
セ
ン
タ
ー 

大
利
根
博
物
館 

水
郷
小
見
川
少
年
自
然
の
家 

佐
原
高
等
学
校 

佐
原
白
楊よ

う

高
等
学
校 

小
見
川
高
等
学
校 

香
取
市 

香
取
市 

香
取
市 

香
取
市 

香
取
市 

香
取
市 

香
取
市 

香
取
市 

香
取
市 

香
取
市 

香
取
市 

に
、 

に
改
め
、
同
表
東
上
総
県
民
セ
ン
タ
ー 

成
東
警
察
署 

山
武
郡
成
東
町 

を 

山
武
警
察
署 

山
武
市 

に
改
め
、
同
表
南
房
総
県
民
セ
ン
タ
ー 

富
浦
学
園 

安
房
郡
富
浦
町 

安
房
事
務
所
の
項
中 

を 

安
房
拓
心
高
等
学
校 

安
房
郡
和
田
町 

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー 

南
房
総
市 

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー 

安
房
郡
千
倉
町 

富
浦
学
園 

南
房
総
市 

に
、 

を に
、 

を 

安
房
拓
心
高
等
学
校 

南
房
総
市 

に
、 

館
山
警
察
署 

館
山
市 

に
改
め
る
。 



 
 

 

四 
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に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
南
房
総
県
民
セ
ン

タ
ー
安
房
事
務
所
の
項
の
改
正
規
定
は
、
同
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

教

育

委

員

会

規

則 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

 

伊 

藤 
 

 
 

潔 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
規
則
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ

か
、
千
葉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ

せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

教
育
委
員
会
等 

教
育
委
員
会
若
し
く
は
こ
れ
に
置
か
れ
る
機
関
又
は
こ
れ
ら
の
機
関
の
職
員
で

あ
っ
て
法
令
若
し
く
は
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
独
立
に
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
も
の

を
い
う
。 

 

二 

電
子
署
名 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。 

 

 

三 

電
子
証
明
書 

申
請
等
を
行
う
者
又
は
教
育
委
員
会
等
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め

に
作
成
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
千
葉
県
行
政
手
続
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
百
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
適
用
範
囲
） 

第
三
条 

こ
の
規
則
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
手
続
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
） 

第
四
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
者
は
、

当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
そ
の
他
教
育
委
員

会
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

教
育
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
機
能 

 

二 

教
育
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
信
す
る
機
能 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行

い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
教
育
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
認
証
で

き
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と

併
せ
て
こ
れ
を
教
育
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書 

 

二 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
認
定
認
証
事
業
者
が
作
成
し
た
電

子
証
明
書
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務

省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
） 

 

三 

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書 

 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
電
子
証
明
書 

３ 

条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
（
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
が
併
せ
て
前
項
本
文
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
前
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請

等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す

る
も
の
か
ら
入
力
し
、
又
は
当
該
書
面
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 
教
育
委
員
会
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
を
書
面
等

に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
書
面
等
以
外
の
有
体
物
の
提
出
を
要
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
第
一
項
の

申
請
等
を
行
う
と
き
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
以
外
の
有
体
物
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
同
一
内
容
の
書
面
等
を
数
通
必
要
と
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
一
項

及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
面
等
の
う
ち
一
通
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
入
力
し
た
場
合
は
、
そ



  

五 
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の
他
の
同
一
内
容
の
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
入
力
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
） 

第
五
条 

教
育
委
員
会
等
は
、
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処

分
通
知
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
項
を
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
教
育
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

教
育
委
員
会
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る

事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
前
項

に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
） 

第
六
条 

教
育
委
員
会
等
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
す
る
方
法
、
教
育
委
員
会
等
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
る
方
法
に
よ
り
縦
覧
等
を
行
う
も
の
と

す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
） 

第
七
条 

教
育
委
員
会
等
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
行
う
と
き

は
、
当
該
作
成
等
に
係
る
事
項
を
教
育
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録

し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
そ
の
他
の
手
続
等
へ
の
準
用
） 

第
八
条 

教
育
委
員
会
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
で
あ
っ
て
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
以
外
の
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報

通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例

若
し
く
は
規
則
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
条
例
及
び
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。 

 

（
委
任
） 

第
九
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又

は
行
う
場
合
に
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

人

事

委

員

会

規

則 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

浜 

名 
 

儀 

一 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号 

 
 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四
の
二 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
る
者
を
も
つ
て
補
充
し
よ
う
と
す
る
職
へ
の
採
用 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

人
事
委
員
会
の
権
限
の
一
部
を
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

浜 

名 
 

儀 

一 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号 

 
 

 

人
事
委
員
会
の
権
限
の
一
部
を
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

人
事
委
員
会
の
権
限
の
一
部
を
委
任
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
号
イ
中
「
第
四
号
」
を
「
第
四
号
の
二
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

浜 

名 
 

儀 

一 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号 

 
 

 

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規

則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
四
号
ま
で
」
を
「
第
四
号
の
二
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

労

働

委

員

会

規

則 

 

千
葉
県
労
働
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
労
働
委
員
会
会
長 

 

櫻 

井 
 

 
 

勇 
 

 

千
葉
県
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号 

 
 

 

千
葉
県
労
働
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
規
則
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ

か
、
千
葉
県
労
働
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又

は
行
う
場
合
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

電
子
署
名 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。 

 

二 

電
子
証
明
書 

申
請
等
を
行
う
者
又
は
委
員
会
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成

す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
千
葉
県
行
政
手
続
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
百
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
適
用
範
囲
） 

第
三
条 

こ
の
規
則
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
手
続
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
） 

第
四
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
者
は
、

当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
そ
の
他
委
員
会
が

必
要
と
認
め
る
事
項
を
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
機
能 

 

二 

委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
信
す
る
機
能 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行

い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
認
証
で
き
る
も

の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て

こ
れ
を
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
委
員
会
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を

講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三

号)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書 

 

二 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
認
定
認
証
事
業
者
が
作
成
し
た
電

子
証
明
書
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務

省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号)

第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
） 

 

三 

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書 

 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
が
定
め
る
電
子
証
明
書 

３ 

条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
（
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
が
併
せ
て
前
項
本
文
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
前
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を

書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も

の
か
ら
入
力
し
、
又
は
当
該
書
面
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り

行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
つ
い
て
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
書
面
等
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
書
面
等
以
外
の
有
体
物
の
提
出
を
要
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
第
一
項
の

申
請
等
を
行
う
と
き
は
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
以
外
の
有
体
物
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
同
一
内
容
の
書
面
等
を
数
通
必
要
と
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
一
項

及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
面
等
の
う
ち
一
通
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
入
力
し
た
場
合
は
、
そ

の
他
の
同
一
内
容
の
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
入
力
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
） 

第
五
条 

委
員
会
は
、
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
分
通
知

等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
項
を
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２ 

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
事
項
に

係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
前
項
に
規
定

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
） 

第
六
条 

委
員
会
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は

当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

方
法
、
委
員
会
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
に

記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
る
方
法
に
よ
り
縦
覧
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
） 

第
七
条 

委
員
会
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
行
う
と
き
は
、
当

該
作
成
等
に
係
る
事
項
を
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
そ
の
他
の
手
続
等
へ
の
準
用
） 

第
八
条 

委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
で
あ
っ
て
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
以
外
の
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く

は
規
則
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
条
例
及
び
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
例
に

よ
る
。 

 

（
委
任
） 

第
九
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う

場
合
に
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

水

道

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
水
道
局
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
水
道
局
長 

 

金 

親 
 

信 

一 
 

 

千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号 

 
 

 

千
葉
県
水
道
局
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
規
程 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
管
理
規
程
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
管
理
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を

除
く
ほ
か
、
千
葉
県
水
道
局
長
（
以
下
「
局
長
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
れ
に
置
か
れ
る
機
関
（
以
下

「
局
長
等
」
と
い
う
。
）
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
管
理
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

電
子
署
名 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。 

 

二 

電
子
証
明
書 

申
請
等
を
行
う
者
又
は
局
長
等
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成

す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
管
理
規
程
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
千
葉
県
行
政
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
百
二
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
適
用
範
囲
） 

第
三
条 

こ
の
管
理
規
程
は
、
局
長
が
別
に
定
め
る
手
続
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
） 

第
四
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
者
は
、

当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
そ
の
他
局
長
が
必

要
と
認
め
る
事
項
を
、
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

局
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
機
能 

 
二 

局
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
信
す
る
機
能 

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行

い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
局
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
認
証
で
き
る
も

の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て

こ
れ
を
局
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
局
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
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号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書 

 
二 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
認
定
認
証
事
業
者
が
作
成
し
た
電

子
証
明
書
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務

省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
） 

 

三 

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書 

 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
局
長
が
定
め
る
電
子
証
明
書 

３ 

条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
（
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
が
併
せ
て
前
項
本
文
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
前
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
書

面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
当

該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も
の

か
ら
入
力
し
、
又
は
当
該
書
面
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

局
長
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り

行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
つ
い
て
、
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
書
面
等
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
書
面
等
以
外
の
有
体
物
の
提
出
を
要
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
第
一
項
の

申
請
等
を
行
う
と
き
は
、
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
以
外
の
有
体
物
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
同
一
内
容
の
書
面
等
を
数
通
必
要
と
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
一
項

及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
面
等
の
う
ち
一
通
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
入
力
し
た
場
合
は
、
そ

の
他
の
同
一
内
容
の
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
入
力
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
） 

第
五
条 

局
長
等
は
、
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
分
通
知

等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
項
を
、
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
局
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

局
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
事
項
に

係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
前
項
に
規
定

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
） 

第
六
条 

局
長
等
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は

当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

方
法
、
局
長
等
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
に

記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
る
方
法
に
よ
り
縦
覧
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
） 

第
七
条 

局
長
等
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
行
う
と
き
は
、
当

該
作
成
等
に
係
る
事
項
を
局
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
そ
の
他
の
手
続
等
へ
の
準
用
） 

第
八
条 

局
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
で
あ
っ
て
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
以
外
の
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く

は
管
理
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
条
例
及
び
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の

例
に
よ
る
。 

 

（
委
任
） 

第
九
条 

こ
の
管
理
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
局
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は

行
う
場
合
に
必
要
な
事
項
は
、
局
長
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

企

業

庁

管

理

規

程 

 

千
葉
県
企
業
庁
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
庁
長 

 

二
野
宮 

 

淳 

吉 
 

 
千
葉
県
企
業
庁
管
理
規
程
第
一
号 

 
 

 
千
葉
県
企
業
庁
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
規
程 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
管
理
規
程
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
管
理
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を

除
く
ほ
か
、
千
葉
県
企
業
庁
長
（
以
下
「
企
業
庁
長
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
れ
に
置
か
れ
る
機
関
（
以

下
「
企
業
庁
長
等
」
と
い
う
。
）
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
必



  

九 

平成 18 年 3 月 7 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１２０７８号 

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
管
理
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

電
子
署
名 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。 

 

二 

電
子
証
明
書 
申
請
等
を
行
う
者
又
は
企
業
庁
長
等
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に

作
成
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
管
理
規
程
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
千
葉
県
行
政
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
百
二
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
適
用
範
囲
） 

第
三
条 

こ
の
管
理
規
程
は
、
企
業
庁
長
が
別
に
定
め
る
手
続
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
） 

第
四
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
者
は
、

当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
そ
の
他
企
業
庁
長

が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
、
企
業
庁
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

企
業
庁
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
機
能 

 

二 

企
業
庁
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
信
す
る
機
能 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行

い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
企
業
庁
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
認
証
で
き

る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
併

せ
て
こ
れ
を
企
業
庁
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
企
業
庁
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め

の
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書 

 

二 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
認
定
認
証
事
業
者
が
作
成
し
た
電

子
証
明
書
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務

省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
） 

 

三 

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書 

 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
企
業
庁
長
が
定
め
る
電
子
証
明
書 

３ 

条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
（
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
が
併
せ
て
前
項
本
文
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
前
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
企
業
庁
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等

を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る

も
の
か
ら
入
力
し
、
又
は
当
該
書
面
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

企
業
庁
長
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
を
書
面
等
に

よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
つ
い
て
、
企
業
庁
長
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
書
面
等
以
外
の
有
体
物
の
提
出
を
要
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
第
一
項
の

申
請
等
を
行
う
と
き
は
、
企
業
庁
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
以
外
の
有
体
物
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
同
一
内
容
の
書
面
等
を
数
通
必
要
と
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
一
項

及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
面
等
の
う
ち
一
通
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
入
力
し
た
場
合
は
、
そ

の
他
の
同
一
内
容
の
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
入
力
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
） 

第
五
条 

企
業
庁
長
等
は
、
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
分

通
知
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
項
を
、
企
業
庁
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
企
業
庁
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

企
業
庁
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
事

項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
前
項
に

規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
） 

第
六
条 

企
業
庁
長
等
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項

又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

す
る
方
法
、
企
業
庁
長
等
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
電
磁

的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
る
方
法
に
よ
り
縦
覧
等
を
行
う
も
の
と
す

る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
） 

第
七
条 

企
業
庁
長
等
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
行
う
と
き

は
、
当
該
作
成
等
に
係
る
事
項
を
企
業
庁
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
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に
記
録
す
る
方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し

て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 
条
例
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
そ
の
他
の
手
続
等
へ
の
準
用
） 

第
八
条 

企
業
庁
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
で
あ
っ
て
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
以
外
の
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若

し
く
は
管
理
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
条
例
及
び
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規

定
の
例
に
よ
る
。 

 

（
委
任
） 

第
九
条 

こ
の
管
理
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
企
業
庁
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、

又
は
行
う
場
合
に
必
要
な
事
項
は
、
企
業
庁
長
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

病

院

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
病
院
局
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 
崎 
山 

 
 

 

樹 
 

 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
一
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
規
程 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
管
理
規
程
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
管
理
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を

除
く
ほ
か
、
千
葉
県
病
院
局
長
（
以
下
「
局
長
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
れ
に
置
か
れ
る
機
関
（
以
下

「
局
長
等
」
と
い
う
。
）
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
管
理
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

電
子
署
名 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。 

 

二 

電
子
証
明
書 

申
請
等
を
行
う
者
又
は
局
長
等
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成

す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
管
理
規
程
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
千
葉
県
行
政
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
百
二
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
適
用
範
囲
） 

第
三
条 

こ
の
管
理
規
程
は
、
局
長
が
別
に
定
め
る
手
続
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
） 

第
四
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
者
は
、

当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
そ
の
他
局
長
が
必

要
と
認
め
る
事
項
を
、
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

局
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
機
能 

 

二 

局
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
信
す
る
機
能 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行

い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
局
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
認
証
で
き
る
も

の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て

こ
れ
を
局
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
局
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書 

 

二 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
認
定
認
証
事
業
者
が
作
成
し
た
電

子
証
明
書
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務

省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
） 

 

三 

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書 

 

四 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
局
長
が
定
め
る
電
子
証
明
書 

３ 

条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
（
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
が
併
せ
て
前
項
本
文
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
前
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
書

面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
当
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該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も
の

か
ら
入
力
し
、
又
は
当
該
書
面
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 
局
長
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り

行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
つ
い
て
、
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
書
面
等
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
書
面
等
以
外
の
有
体
物
の
提
出
を
要
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
第
一
項
の

申
請
等
を
行
う
と
き
は
、
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
以
外
の
有
体
物
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
同
一
内
容
の
書
面
等
を
数
通
必
要
と
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
一
項

及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
面
等
の
う
ち
一
通
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
入
力
し
た
場
合
は
、
そ

の
他
の
同
一
内
容
の
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
入
力
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
） 

第
五
条 

局
長
等
は
、
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
分
通
知

等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
項
を
、
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
局
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

局
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
事
項
に

係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
前
項
に
規
定

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
） 

第
六
条 

局
長
等
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は

当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

方
法
、
局
長
等
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
に

記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
る
方
法
に
よ
り
縦
覧
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
） 

第
七
条 

局
長
等
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
行
う
と
き
は
、
当

該
作
成
等
に
係
る
事
項
を
局
長
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
そ
の
他
の
手
続
等
へ
の
準
用
） 

第
八
条 

局
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
で
あ
っ
て
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
以
外
の
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く

は
管
理
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
条
例
及
び
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の

例
に
よ
る
。 

 

（
委
任
） 

第
九
条 

こ
の
管
理
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
局
長
等
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は

行
う
場
合
に
必
要
な
事
項
は
、
局
長
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
百
二
十
六
号 

 

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

地
方
公
共
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

法
人
の
名
称 

所
在
地 

山
万
株
式
会
社 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
小
網
町
六
番
一
号 

株
式
会
社
舞
浜
リ
ゾ
ー
ト
ラ
イ
ン 

浦
安
市
舞
浜
二
番
地
一
八 

芝
山
鉄
道
株
式
会
社 

山
武
郡
芝
山
町
香
山
新
田
一
四
八
番
地
一 

首
都
圏
新
都
市
鉄
道
株
式
会
社 

東
京
都
台
東
区
台
東
四
丁
目
二
五
番
七
号 

  

千
葉
県
告
示
第
百
二
十
七
号 

 

昭
和
五
十
七
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号
（
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
指
定
地
方
公
共
機
関
の

指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

 

表
法
人
の
名
称
の
欄
中
「
北
総
開
発
鉄
道
株
式
会
社
」
を
「
北
総
鉄
道
株
式
会
社
」
に
改
め
、
同
表
所

在
地
の
欄
中
「
東
京
都
墨
田
区
業
平
二
丁
目
一
四
番
五
号
」
を
「
鎌
ケ
谷
市
初
富
九
二
八
番
地
」
に
改
め

る
。 

 

千
葉
県
告
示
第
百
二
十
八
号 

 

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十

二
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
地
方
公
共
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 



 
 

 

一
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法
人
の
名
称 

所
在
地 

千
葉
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社 

千
葉
市
中
央
区
都
町
一
丁
目
一
番
二
五
号 

  

千
葉
県
告
示
第
百
二
十
九
号 

 

平
成
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号
（
千
葉
県
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
第
二
十
八
条
第
三
号

に
規
定
す
る
自
動
車
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

 

表
中
１
０
４
２
１
２
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

１
０

４
 

２
１

３
 

〃
 

〃
 

〃
 

〃
 

Ｐ
Ｊ

－
Ｆ

Ｓ
Ｒ

３
４

Ｊ
４

Ｓ
改

 

 
〃

 

１
０

４
 

２
１

４
 

〃
 

〃
 

〃
 

〃
 

Ｐ
Ｊ

－
Ｆ

Ｓ
Ｒ

３
４

Ｋ
４

Ｓ
改

 

 
〃

 

 

表
中
１
０
５
０
０
３
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

１
０

５
 

０
０

４
 

〃
 

〃
 

ガ
ソ

リ
ン

 

〃
 

Ｅ
Ｂ

Ｄ
－

Ｄ
Ａ

６
４

Ｖ
 

 
〃

 

 

表
中
１
０
６
０
１
５
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

１
０

６
 

０
１

６
 

特種
 

〃
 

〃
 

ハ
イ

ゼ
ッ

ト

ス
ロ

ー

パ
 

Ｌ
Ｅ

－
Ｓ

３
２

０
Ｖ

改
 

車
い

す
移

動
車

に
限

る
。

改
造

は
、

平
成

１
７

年
１

月
５

日
付

け
１

７
技

改
第

１
号

軽
自

動
車

検
査

協
会

理
事

長
通

知
に

記
載

さ
れ

た
も

の
に

限

る
。

 

〃
 

１
０

６
 

０
１

７
 

〃
 

〃
 

〃
 

〃
 

Ｌ
Ｅ

－
Ｓ

３
３

０
Ｖ

改
 

車
い

す
移

動
車

に
限

る
。

改
造

は
、

平
成

１
７

年
１

月
５

日
付

け
１

７
技

改
第

２
号

軽
自

動
車

検
査

協
会

理
事

長
通

知
に

記
載

さ
れ

た
も

の
に

限

る
。

 

〃
 

１
０

６
 

０
１

８
 

〃
 

〃
 

〃
 

〃
 

Ｌ
Ｅ

－
Ｓ

３
２

０
Ｖ

改
 

車
い

す
移

動
車

に
限

る
。

改
造

は
、

平
成

 

〃
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
７

年
１

月
５

日
付

け
１

７
技

改
第

３
号

軽
自

動
車

検
査

協
会

理
事

長
通

知
に

記
載

さ
れ

た
も

の
に

限

る
。

 

 

１
０

６
 

０
１

９
 

〃
 

〃
 

〃
 

〃
 

Ｌ
Ｅ

－
Ｓ

３
３

０
Ｖ

改
 

車
い

す
移

動
車

に
限

る
。

改
造

は
、

平
成

１
７

年
１

月
５

日
付

け
１

７
技

改
第

４
号

軽
自

動
車

検
査

協
会

理
事

長
通

知
に

記
載

さ
れ

た
も

の
に

限

る
。

 

〃
 

１
０

６
 

０
２

０
 

貨物
 

〃
 

ハ
イ

ブ
リ

 

ッ
ド

 

ハ
イ

ゼ
ッ

ト

カ
ー

ゴ

ハ
イ

ブ

リ
ッ

ド
 

Ｌ
Ｅ

－
Ｓ

３
２

０
Ｖ

改
 

改
造

は
、

平
成

１
７

年
８

月
２

日
付

け
１

７
技

改
第

１
６

号
軽

自
動

車
検

査
協

会
理

事
長

通
知

に
記

載
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

 

Ｈ１７年
 

超
 

 

表
中
１
１
３
１
９
０
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

１
１

３
 

１
９

１
 

〃
 

〃
 

〃
 

〃
 

Ｐ
Ｂ

－
Ｌ

Ｋ
３

６
Ａ

改
 

 
〃

 

１
１

３
 

１
９

２
 

〃
 

〃
 

〃
 

〃
 

Ｐ
Ｋ

－
Ｐ

Ｋ
３

７
Ａ

改
 

 
〃

 

 

表
中
１
１
５
０
７
２
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

１
１

５
 

０
７

３
 

〃
 

〃
 

圧
縮

天
然

ガ
ス

 

日
野

 

レ
ン

ジ
ャ

ー
 

Ａ
Ｄ

Ｇ
－

Ｆ
Ｃ

７
Ｊ

Ｅ
Ｗ

Ａ
改

 

 
超

 

１
１

５
 

０
７

４
 

〃
 

〃
 

〃
 

〃
 

Ａ
Ｄ

Ｇ
－

Ｆ
Ｃ

７
Ｊ

Ｊ
Ｗ

Ａ
改

 

 
〃

 

１
１

５
 

０
７

５
 

〃
 

〃
 

〃
 

〃
 

Ａ
Ｄ

Ｇ
－

Ｆ
Ｃ

７
Ｊ

Ｋ
Ｗ

Ａ
改

 

 
〃

 

１
１

５
 

０
７

６
 

〃
 

〃
 

〃
 

〃
 

Ａ
Ｄ

Ｇ
－

Ｇ
Ｃ

７
Ｊ

Ｅ
Ｗ

Ａ
改

 

 
〃
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表
中
２
０
３
０
１
８
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

２
０

３
 

０
１

９
 

〃
 

〃
 

〃
 

ソ
リ

オ
 

Ａ
Ｂ

Ａ
－

Ｍ
Ａ

３
４

Ｓ
 

 
〃

 

２
０

３
 

０
２

０
 

〃
 

〃
 

〃
 

エ
ブ

リ

イ
 

Ａ
Ｂ

Ａ
－

Ｄ
Ａ

６
４

Ｗ
 

 
〃

 

 

表
中
２
１
０
０
１
８
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

２
１

０
 

０
１

９
 

〃
 

〃
 

〃
 

パ
ジ

ェ

ロ
 

Ａ
Ｂ

Ａ
－

Ｖ
７

７
Ｗ

 

 
優

 

  

千
葉
県
告
示
百
三
十
号 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
成

田
市
及
び
印
旛
郡
栄
町
の
一
部
を
受
益
地
域
と
す
る
県
営
成
田
北
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
用
排

水
施
設
）
計
画
を
変
更
し
た
。 

 

そ
の
関
係
書
類
は
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
こ
の
変
更
計
画
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
、
千
葉
県
知
事

に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ま
た
、
こ
の
変
更
計
画
に
つ
い
て
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
で
き
ず
、
同
法
第
八
十
七
条
の

三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
経
た
場
合
に
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
決
定
に
対

し
て
の
み
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 
本 

 

暁 

子 
 

 

一 

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称 

 
 

県
営
成
田
北
部
地
区
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
八
日
か
ら
四
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

成
田
市
役
所
及
び
印
旛
郡
栄
町
役
場 

 

千
葉
県
告
示
第
百
三
十
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
君
津
地
域
整
備
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
平

成
十
八
年
三
月
七
日
か
ら
三
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

鶴
舞
馬
来
田
停
車
場
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

  
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 

 
 

 
 

 

長 

前 

八
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら 

一
〇
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で 

七
・
六
四
メ
ー
ト
ル 

木
更
津
市
真
里
谷

字
天
王
台
一
、
八

七
〇
番
地
先
か
ら

一
、
八
八
七
番
一

地
先
ま
で 

後 

八
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら 

一
〇
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で 

七
・
六
四
メ
ー
ト
ル 

  

千
葉
県
告
示
第
百
三
十
二
号 

 

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の

と
お
り
指
定
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
書
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
計
画
課
及
び
安
房
地
域
整
備
セ
ン
タ
ー
鴨
川
整
備
事
務

所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
昭
和
四
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
八
十
一
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
追
加
指
定
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 

一 

海
岸
保
全
区
域
の
海
岸
名 

沿

岸

名 

海

岸

名 

地

区

海

岸

名 

千
葉
東
沿
岸 

東
条
海
岸 

広
場
・
東
地
区
海
岸 

二 

指
定
区
域 

 
 

次
の
基
点
１
か
ら
基
点
１０４
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
基
点
１０４
と
基
点
１
を
直
線
で
結
ん
だ

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域 

 
 

基
点
１
の
地
点 

鴨
川
市
広
場
字
松
崎
八
二
○
番
四
地
先
、
北
緯
三
五
度
六
分
一
七
秒
、
東
経
一
四

○
度
六
分
一
七
秒
の
地
点 

 
 

基
点
２
の
地
点 

基
点
１
の
地
点
か
ら
八
四
度
二
三
分
四
六
秒
一
六
・
九
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
３
の
地
点 

基
点
２
の
地
点
か
ら
一
五
六
度
四
○
分
五
二
秒
○
・
八
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
４
の
地
点 

基
点
３
の
地
点
か
ら
一
一
三
度
六
分
六
秒
七
・
九
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
５
の
地
点 

基
点
４
の
地
点
か
ら
八
二
度
三
三
分
四
○
秒
一
八
・
四
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
６
の
地
点 

基
点
５
の
地
点
か
ら
四
○
度
一
分
四
二
秒
二
二
・
九
六
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
７
の
地
点 
基
点
６
の
地
点
か
ら
四
○
度
三
七
分
二
二
秒
四
二
・
二
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
８
の
地
点 
基
点
７
の
地
点
か
ら
四
二
度
六
分
三
九
秒
三
一
・
九
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
９
の
地
点 

基
点
８
の
地
点
か
ら
四
二
度
二
六
分
四
○
秒
一
一
・
五
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点 



 
 

 

一
四 
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基
点
１０
の
地
点 

基
点
９
の
地
点
か
ら
四
二
度
三
七
分
二
三
秒
二
・
七
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
１１
の
地
点 

基
点
１０
の
地
点
か
ら
四
三
度
二
三
分
二
二
秒
一
七
・
七
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
１２
の
地
点 

基
点
１１
の
地
点
か
ら
四
四
度
五
八
分
一
六
秒
三
二
・
一
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
１３
の
地
点 

基
点
１２
の
地
点
か
ら
四
六
度
二
三
分
四
七
秒
一
六
・
一
九
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
１４
の
地
点 

基
点
１３
の
地
点
か
ら
四
七
度
四
五
分
四
七
秒
二
一
・
○
五
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
１５
の
地
点 

基
点
１４
の
地
点
か
ら
四
八
度
一
八
分
五
八
秒
一
五
・
七
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
１６
の
地
点 
基
点
１５
の
地
点
か
ら
四
九
度
一
九
分
五
二
秒
一
六
・
三
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
１７
の
地
点 
基
点
１６
の
地
点
か
ら
五
○
度
四
○
分
三
九
秒
一
四
・
八
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
１８
の
地
点 

基
点
１７
の
地
点
か
ら
五
一
度
五
四
分
四
三
秒
二
一
・
六
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
１９
の
地
点 

基
点
１８
の
地
点
か
ら
五
二
度
四
八
分
五
秒
二
・
三
七
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
２０
の
地
点 

基
点
１９
の
地
点
か
ら
五
三
度
二
八
分
○
秒
三
二
・
五
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
２１
の
地
点 

基
点
２０
の
地
点
か
ら
五
一
度
五
五
分
二
三
秒
七
・
四
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
２２
の
地
点 

基
点
２１
の
地
点
か
ら
五
四
度
八
分
五
四
秒
一
一
・
八
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
２３
の
地
点 

基
点
２２
の
地
点
か
ら
五
八
度
一
○
分
五
九
秒
四
○
・
二
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
２４
の
地
点 

基
点
２３
の
地
点
か
ら
六
○
度
二
七
分
三
一
秒
三
二
・
二
二
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
２５
の
地
点 

基
点
２４
の
地
点
か
ら
五
六
度
四
三
分
一
六
秒
二
○
・
二
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
２６
の
地
点 

基
点
２５
の
地
点
五
一
度
三
六
分
一
秒
二
六
・
八
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
２７
の
地
点 

基
点
２６
の
地
点
か
ら
四
八
度
三
分
四
八
秒
六
三
・
二
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
２８
の
地
点 

基
点
２７
の
地
点
か
ら
四
八
度
一
一
分
二
四
秒
一
一
四
・
七
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
２９
の
地
点 

基
点
２８
の
地
点
か
ら
八
○
度
三
九
分
三
七
秒
二
・
二
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
３０
の
地
点 

基
点
２９
の
地
点
か
ら
五
一
度
五
一
分
四
八
秒
六
八
・
○
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
３１
の
地
点 

基
点
３０
の
地
点
か
ら
五
一
度
五
九
分
二
三
秒
五
一
・
七
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
３２
の
地
点 

基
点
３１
の
地
点
か
ら
五
二
度
六
分
一
二
秒
六
四
・
三
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
３３
の
地
点 

基
点
３２
の
地
点
か
ら
五
一
度
五
八
分
二
九
秒
一
七
・
七
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
３４
の
地
点 

基
点
３３
の
地
点
か
ら
五
一
度
五
六
分
二
秒
三
七
・
七
○
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
３５
の
地
点 

基
点
３４
の
地
点
か
ら
五
二
度
四
六
分
二
六
秒
四
・
三
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
３６
の
地
点 

基
点
３５
の
地
点
か
ら
五
一
度
○
分
二
六
秒
三
・
六
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
３７
の
地
点 

基
点
３６
の
地
点
か
ら
五
二
度
二
一
分
五
二
秒
五
三
・
○
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
３８
の
地
点 

基
点
３７
の
地
点
か
ら
五
二
度
四
七
分
一
七
秒
三
一
八
・
五
二
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
３９
の
地
点 

基
点
３８
の
地
点
か
ら
五
二
度
五
六
分
九
秒
九
七
・
九
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
４０
の
地
点 

基
点
３９
の
地
点
か
ら
五
一
度
五
六
分
五
○
秒
一
一
一
・
六
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
４１
の
地
点 

基
点
４０
の
地
点
か
ら
五
七
度
五
九
分
一
六
秒
七
・
一
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
４２
の
地
点 

基
点
４１
の
地
点
か
ら
五
七
度
五
九
分
四
八
秒
一
五
一
・
○
七
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
４３
の
地
点 

基
点
４２
の
地
点
か
ら
五
四
度
二
二
分
二
二
秒
二
・
○
一
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
４４
の
地
点 

基
点
４３
の
地
点
か
ら
五
二
度
四
七
分
四
二
秒
一
三
六
・
一
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
４５
の
地
点 

基
点
４４
の
地
点
か
ら
五
二
度
四
九
分
三
二
秒
七
・
七
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
４６
の
地
点 

基
点
４５
の
地
点
か
ら
五
二
度
四
九
分
二
三
秒
一
一
・
四
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
４７
の
地
点 

基
点
４６
の
地
点
か
ら
五
二
度
四
八
分
四
六
秒
四
・
八
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
４８
の
地
点 

基
点
４７
の
地
点
か
ら
五
二
度
四
九
分
一
六
秒
二
五
・
九
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
４９
の
地
点 

基
点
４８
の
地
点
か
ら
五
二
度
四
九
分
七
秒
二
九
・
○
三
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
５０
の
地
点 

基
点
４９
の
地
点
か
ら
五
二
度
四
一
分
三
○
秒
二
五
・
九
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
５１
の
地
点 

基
点
５０
の
地
点
か
ら
四
八
度
三
七
分
八
秒
八
・
四
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
５２
の
地
点 

基
点
５１
の
地
点
か
ら
四
○
度
三
四
分
三
三
秒
五
・
八
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
５３
の
地
点 

基
点
５２
の
地
点
か
ら
二
六
度
四
四
分
一
一
秒
六
・
二
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
５４
の
地
点 

基
点
５３
の
地
点
か
ら
一
○
度
五
分
一
二
秒
六
・
三
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
５５
の
地
点 

基
点
５４
の
地
点
か
ら
三
五
四
度
一
九
分
四
秒
六
・
四
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
５６
の
地
点 

基
点
５５
の
地
点
か
ら
三
三
八
度
四
○
分
四
四
秒
六
・
一
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
５７
の
地
点 

基
点
５６
の
地
点
か
ら
三
三
四
度
七
分
二
二
秒
三
五
・
七
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
５８
の
地
点 

基
点
５７
の
地
点
か
ら
六
二
度
六
分
三
一
秒
○
・
五
○
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
５９
の
地
点 

基
点
５８
の
地
点
か
ら
六
三
度
一
分
二
六
秒
三
・
三
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
６０
の
地
点 

基
点
５９
の
地
点
か
ら
六
四
度
五
八
分
五
二
秒
二
三
・
四
七
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
６１
の
地
点 

基
点
６０
の
地
点
か
ら
一
五
四
度
三
七
分
九
秒
四
・
三
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
６２
の
地
点 

基
点
６１
の
地
点
か
ら
一
五
四
度
三
七
分
三
三
秒
二
三
・
三
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
６３
の
地
点 

基
点
６２
の
地
点
か
ら
一
四
七
度
二
○
分
五
一
秒
四
・
一
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
６４
の
地
点 

基
点
６３
の
地
点
か
ら
一
三
一
度
三
○
分
五
九
秒
五
・
○
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
６５
の
地
点 

基
点
６４
の
地
点
か
ら
一
一
四
度
三
五
分
五
一
秒
四
・
八
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
６６
の
地
点 

基
点
６５
の
地
点
か
ら
六
一
度
七
分
五
六
秒
八
八
・
八
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
６７
の
地
点 

基
点
６６
の
地
点
か
ら
六
一
度
四
二
分
三
九
秒
七
○
・
四
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
６８
の
地
点 

基
点
６７
の
地
点
か
ら
一
四
度
九
分
六
秒
一
・
九
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
６９
の
地
点 

基
点
６８
の
地
点
か
ら
三
三
一
度
三
分
三
七
秒
三
一
・
五
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
７０
の
地
点 

基
点
６９
の
地
点
か
ら
六
四
度
三
九
分
一
秒
一
七
・
○
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
７１
の
地
点 

基
点
７０
の
地
点
か
ら
六
一
度
一
九
分
五
八
秒
六
・
六
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
７２
の
地
点 

基
点
７１
の
地
点
か
ら
一
五
○
度
一
九
分
五
○
秒
二
九
・
二
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
７３
の
地
点 

基
点
７２
の
地
点
か
ら
一
一
○
度
一
四
分
四
四
秒
五
・
○
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
７４
の
地
点 

基
点
７３
の
地
点
か
ら
六
五
度
三
六
分
二
二
秒
一
一
九
・
八
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
７５
の
地
点 

基
点
７４
の
地
点
か
ら
六
一
度
五
三
分
二
八
秒
一
七
八
・
九
五
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
７６
の
地
点 

基
点
７５
の
地
点
か
ら
五
三
度
三
四
分
一
○
秒
五
八
・
二
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
７７
の
地
点 

基
点
７６
の
地
点
か
ら
七
五
度
四
八
分
三
六
秒
三
・
二
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
７８
の
地
点 

基
点
７７
の
地
点
か
ら
六
○
度
二
八
分
四
四
秒
四
○
・
三
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
７９
の
地
点 
基
点
７８
の
地
点
か
ら
六
九
度
三
二
分
四
三
秒
二
四
・
六
二
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
８０
の
地
点 
基
点
７９
の
地
点
か
ら
五
八
度
一
分
五
一
秒
八
四
・
九
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
８１
の
地
点 

基
点
８０
の
地
点
か
ら
五
八
度
一
分
一
四
秒
二
・
三
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点 
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基
点
８２
の
地
点 

基
点
８１
の
地
点
か
ら
五
八
度
一
分
五
四
秒
三
三
・
○
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
８３
の
地
点 

基
点
８２
の
地
点
か
ら
七
九
度
五
四
分
三
○
秒
七
七
・
○
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
８４
の
地
点 

基
点
８３
の
地
点
か
ら
八
四
度
三
四
分
七
秒
七
九
・
四
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
８５
の
地
点 

基
点
８４
の
地
点
か
ら
八
一
度
五
七
分
三
秒
三
・
○
○
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
８６
の
地
点 

基
点
８５
の
地
点
か
ら
八
一
度
三
六
分
五
○
秒
二
八
・
二
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
８７
の
地
点 

基
点
８６
の
地
点
か
ら
一
○
一
度
四
四
分
三
六
秒
七
四
・
一
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
８８
の
地
点 
基
点
８７
の
地
点
か
ら
一
二
一
度
五
一
分
四
一
秒
六
・
三
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
８９
の
地
点 
基
点
８８
の
地
点
か
ら
五
八
度
四
九
分
四
八
秒
四
・
○
五
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
９０
の
地
点 

基
点
８９
の
地
点
か
ら
六
五
度
四
○
分
二
五
秒
一
六
・
九
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
９１
の
地
点 

基
点
９０
の
地
点
か
ら
一
一
七
度
二
一
分
一
六
秒
一
四
・
二
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
９２
の
地
点 

基
点
９１
の
地
点
か
ら
一
一
八
度
四
三
分
三
六
秒
一
○
二
・
五
○
三
メ
ー
ト
ル
の
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

点 

 
 

基
点
９３
の
地
点 

基
点
９２
の
地
点
か
ら
一
九
七
度
四
九
分
三
二
秒
九
○
・
○
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
９４
の
地
点 

基
点
９３
の
地
点
か
ら
二
五
二
度
二
三
分
四
四
秒
一
六
七
・
一
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

点 

 
 

基
点
９５
の
地
点 

基
点
９４
の
地
点
か
ら
二
四
三
度
二
六
分
二
七
秒
一
一
一
・
七
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

点 

 
 

基
点
９６
の
地
点 

基
点
９５
の
地
点
か
ら
二
三
九
度
五
七
分
四
二
秒
一
六
七
・
五
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

点 

 
 

基
点
９７
の
地
点 

基
点
９６
の
地
点
か
ら
二
三
九
度
二
二
分
三
五
秒
六
一
九
・
四
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

点 

 
 

基
点
９８
の
地
点 

基
点
９７
の
地
点
か
ら
二
三
七
度
九
分
一
八
秒
二
六
○
・
一
○
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
９９
の
地
点 

基
点
９８
の
地
点
か
ら
二
三
五
度
一
五
分
四
秒
二
七
九
・
三
四
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
１００
の
地
点 

基
点
９９
の
地
点
か
ら
二
三
二
度
三
三
分
○
秒
二
三
八
・
一
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
１０１
の
地
点 

基
点
１００
の
地
点
か
ら
二
三
三
度
七
分
七
秒
二
四
二
・
六
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
１０２
の
地
点 

基
点
１０１
の
地
点
か
ら
二
三
○
度
五
五
分
二
六
秒
二
三
二
・
三
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

点 

 
 

基
点
１０３
の
地
点 

基
点
１０２
の
地
点
か
ら
二
二
八
度
四
分
四
八
秒
二
一
二
・
○
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点 

 
 

基
点
１０４
の
地
点 

基
点
１０３
の
地
点
か
ら
二
二
五
度
五
三
分
二
七
秒
三
五
一
・
五
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

点 

 

千
葉
県
告
示
第
百
三
十
三
号 

 

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
佐
倉

市
貴
舟
台
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
（
事
業
施
行
期
間
及
び
資
金
計
画
）
の
変
更
を
次
の
と
お
り

認
可
し
た
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

佐
倉
市
貴
舟
台
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

佐
倉
市
六
崎
八
六
四
番
地 

三 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
六
年
二
月
四
日 

四 

変
更
の
内
容 

 
 

事
業
施
行
期
間 

 
 

変
更
前 

平
成
六
年
二
月
四
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 
 

変
更
後 

平
成
六
年
二
月
四
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

議

会

告

示 

 

千
葉
県
議
会
議
長
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
議
会
議
長 

 

本 

清 
 

秀 

雄 
 

 

千
葉
県
議
会
告
示
第
一
号 

 
 

 

千
葉
県
議
会
議
長
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
規
程 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
規
則
若
し
く
は
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場

合
を
除
く
ほ
か
、
千
葉
県
議
会
議
長
（
以
下
「
議
長
」
と
い
う
。
）
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等

を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ

せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 
電
子
署
名 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。 

 

二 

電
子
証
明
書 

申
請
等
を
行
う
者
又
は
議
長
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す

る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
千
葉
県
行
政
手
続
等
に
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お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
百
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 
（
適
用
範
囲
） 

第
三
条 
こ
の
規
程
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
手
続
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
） 

第
四
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
者
は
、

当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
そ
の
他
議
長
が
必

要
と
認
め
る
事
項
を
、
議
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

議
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
機
能 

 

二 

議
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
信
す
る
機
能 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行

い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
議
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
認
証
で
き
る
も
の

に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て
こ

れ
を
議
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
議
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書 

 

二 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
認
定
認
証
事
業
者
が
作
成
し
た
電

子
証
明
書
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務

省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
） 

 

三 

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書 

 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
議
長
が
定
め
る
電
子
証
明
書 

３ 

条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
（
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
が
併
せ
て
前
項
本
文
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
前
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
議
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
書

面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
当

該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も
の

か
ら
入
力
し
、
又
は
当
該
書
面
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

議
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行

う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
つ
い
て
、
議
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
書
面
等
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
書
面
等
以
外
の
有
体
物
の
提
出
を
要
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
第
一
項
の

申
請
等
を
行
う
と
き
は
、
議
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
以
外
の
有
体
物
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
同
一
内
容
の
書
面
等
を
数
通
必
要
と
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
一
項

及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
面
等
の
う
ち
一
通
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
入
力
し
た
場
合
は
、
そ

の
他
の
同
一
内
容
の
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
入
力
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
） 

第
五
条 

議
長
は
、
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
分
通
知
等

を
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
項
を
、
議
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

議
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
事
項
に
係

る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
前
項
に
規
定
す

る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
） 

第
六
条 

議
長
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当

該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
、
当
該
縦
覧
等
を
行
う
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
る
方
法
に
よ
り
縦
覧
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
） 

第
七
条 

議
長
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該

作
成
等
に
係
る
事
項
を
議
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で

き
る
物
を
含
む
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
そ
の
他
の
手
続
等
へ
の
準
用
） 

第
八
条 
議
長
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
で
あ
っ
て
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
も
の
以
外
の
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技

術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は

規
則
若
し
く
は
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
条
例
及
び
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の

規
定
の
例
に
よ
る
。 

 

（
委
任
） 
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第
九
条 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
長
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場

合
に
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

選

挙

管

委

員

会

告

示 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

 

土 

田 
 

吉 

彦 
 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号 

 
 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
規
程 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ

か
、
千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ

せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

電
子
署
名 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。 

 

二 

電
子
証
明
書 

申
請
等
を
行
う
者
又
は
委
員
会
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成

す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
千
葉
県
行
政
手
続
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
百
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
適
用
範
囲
） 

第
三
条 

こ
の
規
程
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
手
続
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
） 

第
四
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
者
は
、

当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
そ
の
他
委
員
会
が

必
要
と
認
め
る
事
項
を
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
機
能 

 

二 

委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
信
す
る
機
能 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行

い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
認
証
で
き
る
も

の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て

こ
れ
を
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
委
員
会
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を

講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書 

 

二 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
認
定
認
証
事
業
者
が
作
成
し
た
電

子
証
明
書
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務

省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
） 

 

三 

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書 

 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
が
定
め
る
電
子
証
明
書 

３ 

条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
（
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
が
併
せ
て
前
項
本
文
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
前
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を

書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も

の
か
ら
入
力
し
、
又
は
当
該
書
面
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り

行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
つ
い
て
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
書
面
等
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
書
面
等
以
外
の
有
体
物
の
提
出
を
要
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
第
一
項
の

申
請
等
を
行
う
と
き
は
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
以
外
の
有
体
物
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
同
一
内
容
の
書
面
等
を
数
通
必
要
と
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
一
項

及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
面
等
の
う
ち
一
通
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
入
力
し
た
場
合
は
、
そ

の
他
の
同
一
内
容
の
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
入
力
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
） 
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第
五
条 

委
員
会
は
、
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
分
通
知

等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
項
を
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
事
項
に

係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
前
項
に
規
定

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
） 

第
六
条 

委
員
会
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は

当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

方
法
、
委
員
会
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
に

記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
る
方
法
に
よ
り
縦
覧
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
） 

第
七
条 

委
員
会
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
行
う
と
き
は
、
当

該
作
成
等
に
係
る
事
項
を
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
そ
の
他
の
手
続
等
へ
の
準
用
） 

第
八
条 

委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
で
あ
っ
て
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
以
外
の
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く

は
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
条
例
及
び
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
例
に

よ
る
。 

 

（
委
任
） 

第
九
条 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う

場
合
に
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

監

査

委

員

告

示 

 

千
葉
県
監
査
委
員
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

山 

下 
 

重 

毅 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

井 

村 
 

雅 

一 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

武 
 

 
 

正 

幸 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

黒 

田 
 

 
 

雄 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
規
程 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
千
葉
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
百
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
適
用
範
囲
） 

第
二
条 

こ
の
規
程
は
、
千
葉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
千
葉
県
条
例
第
六
十
五
号
。
以
下
「
公

開
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
に
規
定
す
る
手
続
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
開
示
請
求
） 

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
（
千
葉
県
監
査
委
員
（
以
下
「
監
査

委
員
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
公
開
条

例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
示
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
を
す
る
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
開
示

請
求
を
行
う
者
は
、
千
葉
県
監
査
委
員
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三

年
千
葉
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
を
、
監
査
委
員
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
開
示
請
求
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機

能
を
有
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
て
、
開
示
請
求
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

監
査
委
員
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
機
能 

 

二 

監
査
委
員
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
信
す
る
機
能 

２ 

条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
は
、
監
査
委
員
の
定
め
る

方
法
に
よ
り
当
該
開
示
請
求
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
と
す
る
。 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

公

安

委

員

会

告

示 

   千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
６

号
 

 
昭

和
６

０
年

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
１

号
（

風
俗

営
業

等
の

規
制

及
び

業
務

の
適

正
化

等
に

関
す

 

る
法

律
施

行
条

例
に

基
づ

く
第

一
種

地
域

及
び

第
二

種
地

域
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。
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海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長 

 

外 

記 
 

栄
太
郎 

 
 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
一
号 

 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術

の
利
用
に
関
す
る
規
程 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ

か
、
千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等

を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ

せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

電
子
署
名 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。 

 

二 

電
子
証
明
書 

申
請
等
を
行
う
者
又
は
委
員
会
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成

す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
千
葉
県
行
政
手
続
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
百
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
適
用
範
囲
） 

第
三
条 

こ
の
規
程
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
手
続
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
） 

第
四
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
者
は
、

当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
そ
の
他
委
員
会
が

必
要
と
認
め
る
事
項
を
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
機
能 

 

二 

委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
信
す
る
機
能 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行

い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
認
証
で
き
る
も

の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て

こ
れ
を
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
委
員
会
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を

講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書 

 

二 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
認
定
認
証
事
業
者
が
作
成
し
た
電

子
証
明
書
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務

省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
） 

 

三 

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書 

 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
が
定
め
る
電
子
証
明
書 

３ 

条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
（
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
が
併
せ
て
前
項
本
文
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
前
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
と
す
る
。 

４ 
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を

書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も

の
か
ら
入
力
し
、
又
は
当
該
書
面
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り

行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
つ
い
て
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
書
面
等
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成

１
８

年
３

月
７

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

安
 

藤
 

 
�

 
勇

 
 

 

 
１

 
第

一
種

地
域

の
表

中
八

日
市

場
市

の
項

を
削

る
。

 

 
１

 
第

一
種

地
域

の
表

中
印

西
市

の
項

の
次

に
次

の
よ

う
に

加
え

る
。

 

匝
瑳

市
 

条
例

第
２

条
第

１
号

イ
に

規
定

す
る

地
域

 

平
成

１
７

年
９

月
１

日
現

在
に

お
け

る
第

一
種

低
層

住
居

専
用

地
域

、
第

二
種

低
層

住
居

専
用

地
域

、
第

一
種

中
高

層
住

居
専

用
地

域
、

第
二

種
中

高
層

住
居

専
用

地
域

、
第

一
種

住
居

地
域

、
第

二
種

住
居

地
域

及
び

準
住

居
地

域
 

 
２

 
第

二
種

地
域

の
表

中
八

日
市

場
市

の
項

を
削

る
。

 

 
２

 
第

二
種

地
域

の
表

中
印

西
市

の
項

の
次

に
次

の
よ

う
に

加
え

る
。

 

匝
瑳

市
 

平
成

１
７

年
９

月
１

日
現

在
に

お
け

る
商

業
地

域
 



 
 

 

二
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６ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
書
面
等
以
外
の
有
体
物
の
提
出
を
要
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
第
一
項
の

申
請
等
を
行
う
と
き
は
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
以
外
の
有
体
物
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
同
一
内
容
の
書
面
等
を
数
通
必
要
と
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
一
項

及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
面
等
の
う
ち
一
通
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
入
力
し
た
場
合
は
、
そ

の
他
の
同
一
内
容
の
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
入
力
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
） 

第
五
条 

委
員
会
は
、
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
分
通
知

等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
項
を
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
事
項
に

係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
前
項
に
規
定

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
） 

第
六
条 

委
員
会
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は

当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

方
法
、
委
員
会
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
に

記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
る
方
法
に
よ
り
縦
覧
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
） 

第
七
条 

委
員
会
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
行
う
と
き
は
、
当

該
作
成
等
に
係
る
事
項
を
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
そ
の
他
の
手
続
等
へ
の
準
用
） 

第
八
条 

委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
で
あ
っ
て
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
以
外
の
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く

は
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
条
例
及
び
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
例
に

よ
る
。 

 

（
委
任
） 

第
九
条 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う

場
合
に
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術

の
利
用
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長 

 

大 

澤 
 

恒 

紀 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号 

 
 

 

千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ

か
、
千
葉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手

続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り

行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

電
子
署
名 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。 

 

二 

電
子
証
明
書 

申
請
等
を
行
う
者
又
は
委
員
会
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成

す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
千
葉
県
行
政
手
続
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
百
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 
（
適
用
範
囲
） 

第
三
条 
こ
の
規
程
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
手
続
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
） 

第
四
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
行
う
者
は
、

当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
そ
の
他
委
員
会
が

必
要
と
認
め
る
事
項
を
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
一 

委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
機
能 

 
二 
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
通
信
す
る
機
能 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行

い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
認
証
で
き
る
も

の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て

こ
れ
を
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
委
員
会
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を

講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書 

 

二 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
認
定
認
証
事
業
者
が
作
成
し
た
電

子
証
明
書
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務

省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
） 

 

三 

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書 

 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
が
定
め
る
電
子
証
明
書 

３ 

条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
（
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
が
併
せ
て
前
項
本
文
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
前
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
を

書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
を
有
す
る
も

の
か
ら
入
力
し
、
又
は
当
該
書
面
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り

行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
つ
い
て
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
書
面
等
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
書
面
等
以
外
の
有
体
物
の
提
出
を
要
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
第
一
項
の

申
請
等
を
行
う
と
き
は
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
以
外
の
有
体
物
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
同
一
内
容
の
書
面
等
を
数
通
必
要
と
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
一
項

及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
面
等
の
う
ち
一
通
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
入
力
し
た
場
合
は
、
そ

の
他
の
同
一
内
容
の
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
入
力
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
） 

第
五
条 

委
員
会
は
、
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
分
通
知

等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
項
を
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
事
項
に

係
る
情
報
に
つ
い
て
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
前
項
に
規
定

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
） 

第
六
条 

委
員
会
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は

当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

方
法
、
委
員
会
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
に

記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
る
方
法
に
よ
り
縦
覧
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
） 

第
七
条 

委
員
会
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
行
う
と
き
は
、
当

該
作
成
等
に
係
る
事
項
を
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

 

（
そ
の
他
の
手
続
等
へ
の
準
用
） 

第
八
条 

委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
で
あ
っ
て
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
も
の
以
外
の
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
又
は
条
例
若
し
く

は
規
程
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
条
例
及
び
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
例
に

よ
る
。 

 

（
委
任
） 

第
九
条 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
所
管
す
る
事
務
に
係
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う

場
合
に
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 
附 
則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

訓

令 

 

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 
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千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 
千
葉
県
訓
令
第
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
千
葉
県
訓
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

別
表
第
三
中
佐
原
県
税
事
務
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

香
取
県
税
事
務
所 

香
税 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

公

告 

 
 

 

平
成
十
八
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施 

 

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八

年
度
調
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

一 

試
験
日
時 

 
 

平
成
十
八
年
七
月
十
九
日
（
水
曜
日
）
午
後
二
時
か
ら
四
時
ま
で 

二 

試
験
場
所 

 
 

日
本
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
国
際
展
示
場
（
幕
張
メ
ッ
セ
） 

 
 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
二
丁
目
一
番 

三 

受
験
願
書
の
受
付
期
間 

 
 

平
成
十
八
年
五
月
十
六
日
（
火
曜
日
）
か
ら
十
八
日
（
木
曜
日
）
ま
で 

四 

受
験
願
書
の
提
出
先 

 
 

住
所
が
県
内
に
あ
る
者
は
住
所
地
の
所
轄
保
健
所
に
、
住
所
が
県
外
に
あ
る
者
は
千
葉
県
健
康
福
祉

部
健
康
増
進
課
に
提
出
す
る
こ
と
。 

  
 

 

環
境
影
響
評
価
書
の
送
付
及
び
縦
覧 

 

千
葉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
千
葉
県
条
例
第
二
十
六
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、

日
本
パ
ー
ル
株
式
会
社
か
ら
廃
棄
物
焼
却
等
施
設
の
新
設
（
日
本
パ
ー
ル
㈱
廃
棄
物
中
間
処
理
施
設
の
設

置
）
に
係
る
環
境
影
響
評
価
書
の
送
付
が
あ
っ
た
。 

 

そ
の
事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及

び
規
模
、
対
象
事
業
実
施
区
域
の
所
在
地
、
関
係
地
域
の
範
囲
並
び
に
関
係
図
書
の
縦
覧
場
所
、
縦
覧
期

間
及
び
縦
覧
時
間
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

一 

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

日
本
パ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

前
原
俊
浩 

袖
ケ
浦
市
長
浦
拓
一
号
一
―
五
一 

二 

対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模 

 
 

日
本
パ
ー
ル
㈱
廃
棄
物
中
間
処
理
施
設
の
設
置 

廃
棄
物
焼
却
等
施
設
の
新
設 

一
日
当
た
り
の
処

理
能
力
千
ト
ン 

三 

対
象
事
業
実
施
区
域
の
所
在
地 

 
 

袖
ケ
浦
市
長
浦
字
拓
壱
号
一
番
五
一
、
一
番
一
三
二
及
び
三
〇
番
二
か
ら
三
〇
番
五
ま
で 

四 

関
係
地
域
の
範
囲 

 
 

木
更
津
市
、
市
原
市
及
び
袖
ケ
浦
市 

五 

関
係
図
書
の
縦
覧
場
所
、
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
時
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
並
び
に
木
更
津
市
環
境
部
環
境
保
全
課
（
木
更
津
市
ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
内
）
、
市
原
市
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
袖
ケ
浦
市
環
境
経
済
部
環
境
保
全
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

平
成
十
八
年
三
月
七
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
並
び
に
三
月
二
十
一
日
を
除

く
。
） 

 

３ 

縦
覧
時
間 

 
 

 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 

そ
の
届
出
は
、
平
成
十
八
年
三
月
七
日
か
ら
七
月
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
平
成
十
八
年
三
月
七
日
か
ら
七
月
七
日
ま
で
、
千
葉
県
商

工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ベ
イ
シ
ア
市
原
店 

 
 

 

市
原
市
八
幡
字
海
岸
二
、
三
八
一
番
五
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 
代
表
取
締
役 

土
屋
嘉
雄 



  

二
三 
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群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇
〇
番
地 

 
３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所 

 
 

 
群
馬
県
伊
勢
崎
市
下
道
寺
町
五
一
〇
番
地 

 

４ 
変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇
〇
番
地 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

土
屋
嘉
雄 

 
 

 

群
馬
県
伊
勢
崎
市
下
道
寺
町
五
一
〇
番
地 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 
代
表
取
締
役 

土
屋
嘉
雄 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇
〇
番
地 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
十
八
年
一
月
十
八
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

平
成
十
八
年
二
月
十
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
市
原
市
経
済
部
経
済
振
興
課 

  
 

 

平
成
十
八
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施 

 

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
二
級
建
築

士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 

な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
建
築
士
法
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
の
指
定
試
験
機
関
で
あ

る
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

一 

試
験
日
時 

 

１ 

学
科
の
試
験 

 
 

（一） 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

平
成
十
八
年
七
月
二
日
（
日
曜
日
） 

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で 

 
 

（二） 

木
造
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

平
成
十
八
年
七
月
二
十
三
日
（
日
曜
日
） 

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で 

 

２ 

設
計
製
図
の
試
験 

 
 

（一） 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

平
成
十
八
年
九
月
二
十
四
日
（
日
曜
日
） 

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

 
 

（二） 

木
造
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

平
成
十
八
年
十
月
八
日
（
日
曜
日
） 

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

二 

試
験
場
所 

 

１ 

学
科
の
試
験 

 
 

（一） 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

習
志
野
市
新
栄
二
丁
目
一
一
番
一
号 

日
本
大
学
生
産
工
学
部
実
籾
校
舎 

 
 

 
 

習
志
野
市
泉
町
一
丁
目
二
番
一
号 

日
本
大
学
生
産
工
学
部
津
田
沼
校
舎 

 
 

（二） 

木
造
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

習
志
野
市
新
栄
二
丁
目
一
一
番
一
号 

日
本
大
学
生
産
工
学
部
実
籾
校
舎 

 

２ 

設
計
製
図
の
試
験
（
二
級
・
木
造
建
築
士
試
験
と
も
） 

 
 

 

習
志
野
市
新
栄
二
丁
目
一
一
番
一
号 

日
本
大
学
生
産
工
学
部
実
籾
校
舎 

三 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み 

 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
以
降
に
二
級
建
築
士
試
験
又
は

木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
、
試
験
の
申
込
み
に
必
要
な
個
人
情
報
の
使
用
に

つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

１ 

受
験
申
込
受
付
期
間
等 

 
 

 

受
付
期
間
は
平
成
十
八
年
四
月
一
日
（
土
曜
日
）
か
ら
七
日
（
金
曜
日
）
ま
で
と
し
、
受
付
時
間

は
受
付
開
始
日
の
午
前
十
時
か
ら
受
付
終
了
日
の
午
後
四
時
ま
で
と
す
る
。 

 

２ 

受
験
申
込
方
法 

 
 

 

財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://www.jaeic.jp/

）
に
お

い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
て
申
し
込
む
こ
と
。 

四 

受
付
場
所
に
よ
る
受
験
申
込
み 

 

１ 

受
験
申
込
書
の
受
付
期
間
等 

 
 

 

受
付
期
間
は
平
成
十
八
年
四
月
十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
十
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で
と
し
、
受
付
時

間
は
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
と
す
る
。 

 

２ 

受
験
申
込
書
の
提
出
先
等 

 
 

 

千
葉
市
中
央
区
中
央
四
丁
目
八
番
五
号 

建
築
会
館
内 

社
団
法
人
千
葉
県
建
築
士
会 

 
 

 

な
お
、
受
験
申
込
書
は
、
原
則
と
し
て
本
人
が
直
接
持
参
し
て
提
出
す
る
こ
と
。 

五 

設
計
製
図
の
課
題 

 
 

設
計
製
図
の
課
題
は
、
平
成
十
八
年
六
月
二
十
一
日
（
水
曜
日
）
ご
ろ
か
ら
財
団
法
人
建
築
技
術
教

育
普
及
セ
ン
タ
ー
関
東
支
部
及
び
社
団
法
人
千
葉
県
建
築
士
会
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
学

科
の
試
験
の
試
験
場
所
に
掲
示
す
る
。 

六 

合
格
者
の
発
表
等 

 

１ 

学
科
の
試
験 

 
 

 

平
成
十
八
年
九
月
五
日
（
火
曜
日
）
（
予
定
）
に
千
葉
県
庁
並
び
に
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普

及
セ
ン
タ
ー
関
東
支
部
及
び
社
団
法
人
千
葉
県
建
築
士
会
の
事
務
所
に
合
格
者
名
簿
を
掲
示
し
、
合

格
者
に
合
格
し
た
旨
を
、
不
合
格
者
に
不
合
格
の
旨
及
び
成
績
を
通
知
す
る
。 

 

２ 

設
計
製
図
の
試
験 



 
 

 

二
四 
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平
成
十
八
年
十
二
月
七
日
（
木
曜
日
）
（
予
定
）
に
千
葉
県
庁
並
び
に
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育

普
及
セ
ン
タ
ー
関
東
支
部
及
び
社
団
法
人
千
葉
県
建
築
士
会
の
事
務
所
に
合
格
者
名
簿
を
掲
示
し
、

合
格
者
に
合
格
し
た
旨
を
、
不
合
格
者
に
不
合
格
の
旨
及
び
成
績
を
通
知
す
る
。 

七 

受
験
申
込
書
の
配
布
期
間
等 

 

１ 

配
布
期
間 

 
 

 

平
成
十
八
年
四
月
三
日
（
月
曜
日
）
か
ら
十
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く
。
） 

 

２ 

配
布
時
間 

 
 

 

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
（
四
月
十
四
日
に
あ
っ
て
は
、
午
前
九
時
三
十
分

か
ら
午
後
三
時
ま
で
） 

 

３ 

配
布
場
所 

 
 

 

千
葉
市
中
央
区
中
央
四
丁
目
八
番
五
号 

建
築
会
館 

 
 

 

館
山
市
北
条
二
、
五
七
八
番
一
七 
安
房
建
築
士
会
館 

八 

そ
の
他 

 
 

受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
害
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
受

験
申
込
時
に
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
。 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
。 

              

正

誤 

 

平
成
十
六
年
四
月
一
日
付
け
県
報
号
外
第
二
三
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
総
務
課
） 

 
 

ペ
ー
ジ 

段 

行 

誤 

正 

 
 

一 

 

下 

 

前
か
ら

八 

第
二
十
八
号 

第
二
十
九
号 

   

平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
付
け
県
報
号
外
第
五
七
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
大
気
保
全
課
） 

 
 

ペ
ー
ジ 

段 

行 

誤 

正 

 

四
〇 

 

下 

 

前
か
ら

一
九 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
   

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日
付
け
県
報
第
一
一
七
七
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

 

（
大
気
保
全
課
） 

 
 

ペ
ー
ジ 

段 

行 

誤 

正 

 
 

五 

 

上 

 

下 

 

後
ろ
か

ら
六 

前
か
ら

三 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

   

平
成
十
六
年
四
月
九
日
付
け
県
報
第
一
一
八
八
三
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
大
気
保
全
課
） 

 
 

ペ
ー
ジ 

段 

行 

誤 

正 

 
 

四 

上 

   

下 

後
ろ
か

ら
三 

  

前
か
ら

一
一 

 
 

     

   

   
平
成
十
六
年
九
月
七
日
付
け
県
報
第
一
一
九
二
六
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
大
気
保
全
課
） 

 
 

ペ
ー
ジ 

段 

行 

誤 

正 

 
 

九 

上 

 

前
か
ら

七 

 
 

  

 
 

 

   

平
成
十
七
年
二
月
八
日
付
け
県
報
第
一
一
九
六
九
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
大
気
保
全
課
） 

 
 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

平
成

１
８

年
３

月
７

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉

県
病

院
局

長
 

 
崎

 
山

 
 

 
樹

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

 

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

 

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

心
血

管
撮

影
装

置
の

ア
ッ

プ
グ

レ
ー

ド
 

一
式

 
②

千
葉

県
救

急
医

療
セ

ン
タ

ー
事

務
局

 
千

葉
市

美
浜

区
磯

辺
３

丁
目

３
２

番
１

号
 

③
平

成
１

７
年

１
２

月
９

日
 

④
シ

ー
メ

ン
ス

旭
メ

デ
ィ

テ
ッ

ク
株

式
会

社
千

葉
セ

ー
ル

ス
エ

リ
ア

オ
フ

ィ
ス

 
千

葉
市

美
浜

区
中

瀬
１

丁
目

９
番

１
号

 
⑤

７
５

，
５

１

６
，

０
０

０
円

 
⑥

随
意

契
約

 
⑧

地
方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令
第

３
７

２
号

）
第

１
０

条
第

１
項

第
２

号
 

冨
士

重
工

業
 

富
士

重
工

業
 

車
椅

子
 

車
い

す
 

車
椅

子
 

車
い

す
 

３
０

１

０
１

４
 

 

特種
 

３
０

１

０
１

６
 

乗合
 

３
０

１

０
１

６
 

〃
 

３
０

１

０
１

４
 

 

〃
 

３
０

７

０
０

１
 

 

乗合
 

 

３
０

７

０
０

１
 

 

〃
 

 



  

二
五 

平成 18 年 3 月 7 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１２０７８号 
 

 
 

 
 

ペ
ー
ジ 

段 

行 

誤 

正 

 
 

五 

 

上 

 

前
か
ら

九 

 

前
か
ら

二
一 

 
 

     

 
 

    

   

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日
付
け
県
報
第
一
二
〇
五
七
号
中 

 
 

 
 

 
 

（
大
気
保
全
課
） 
 

 

ペ
ー
ジ 

段 

行 

誤 

正 

 
 

二 

 

上 

 

前
か
ら

一
八 

  

  

                 

                                    

Ａ
Ｂ

Ａ
－

Ｕ
６

２
Ｗ

 

類
別

区
分

番
号

０
０

９
か

ら
０

１
６

ま
で

に
限

る
。

 

 

〃
 

類
別

区
分

番
号

０
０

９
か

ら
０

１
６

ま
で

に
限

る
。

 

 
Ａ

Ｂ
Ａ

－
Ｄ

Ｃ

５
 

類
別

区
分

番
号

０
１

１
及

び
０

１
２

に
限

る
。

 

 

〃
 

類
別

区
分

番
号

０
１

１
及

び
０

１
２

に
限

る
。

 

 

〃
 

〃
 

Ｇ
Ｂ

Ｄ
―

Ｕ
６

１
Ｖ

改
 

      

 

〃
 

〃
 

〃
 

       

 



 
 

 

二
六 

千 葉 県 報 第１２０７８号 平成 18 年 3 月 7 日（火曜日）                                     

                                    

 
 

 

購
読
料 

月
決
め 

一
部
一
箇
月
三
、
○
○
○
円
（
郵
送
料
を
含
む
。
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
行
・
発
行
者 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

一
〇
四
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

定
期
購
読
申
し
込
み
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
（
二
二
三
）
二
一
五
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
部
売
り
申
し
込
み
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
（
二
二
三
）
二
六
五
八 


